
- 1 - 

通所リハビリテーション 

介護予防通所リハビリテーション 

 

重 要 事 項 説 明 書 

 

(介護予防)通所リハビリテーションの提供開始にあたり、松山市条例に基づいて、

当事業所が利用者様に説明すべき重要事項は次のとおりです。 

 

１ 事業者の概要 

事 業 者 名 称 医療法人 たいさんじ整形外科 

主たる事務所の所在地 愛媛県松山市太山寺町９１２番地２１ 

代 表 者 名 理事長  山内 隆 

電 話 番 号 ０８９－９７８－５５１５ 

F A X 番 号 ０８９－９７８－５５１６ 

介 護 事 業 所 

( 予 防 含 む ) 

通所リハビリテーション      1カ所 

居宅療養管理指導         1カ所 

認知症対応型共同生活介護     1カ所 (2 ﾕﾆｯﾄ) 

 

２ 事業所の概要 

事 業 所 の 名 称 たいさんじ整形外科 通所リハビリテーション 

介護保険事業所番号 ３８１０１１０９９３ 

所 在 地 愛媛県松山市太山寺町９１２番地２１ 

連 絡 先 ０８９－９７８－５５１５ ( 8:30 〜 17:30 ) 

管 理 者 山内 隆 

利 用 定 員 
午前の部   １日 10名以下 

午後の部   １日 10名以下 

送迎を実施する地域 松山市の島しょ部を除く区域 

 

３ 事業の目的と運営方針 

事業の目的 

事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事

項を定め、事業所の看護師、理学療法士(作業療法士)または介護職

員が要介護または要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定(介護

予防)通所リハビリテーションを提供することを目的とする。 

運営の方針 

要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限り

その居宅において、その有する能力に応じた自立した日常生活を営

むことができるよう、理学療法その他必要なリハビリテーションを

行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものである。 
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４ 職員体制及び執務内容 

従業員の職種 人員数 執務内容 

管 理 者 

( 医 師 ) 

１名 

(兼務) 

(介護予防)通所リハビリテーション事業の管理業務

を行う。 

医  師 
１名 

(兼務) 

従業者と共同し(介護予防)通所リハビリテーション

計画を作成するとともに、利用者の健康状態等を把握

する。 

理学療法士 

作業療法士 
２名以上 

医師の指示のもと、(介護予防)通所リハビリテーシ

ョン計画を作成するとともに、利用者に対して理学療

法などの必要なリハビリテーションを行う。 

看 護 師 ２名以上 

(介護予防)通所リハビリテーションを安全に提供で

きるように、利用者の体調管理などの看護業務にあた

る。 

介 護 職 員 ２名以上 介護業務にあたる。 

運 転 手 １名以上 利用者の送迎、車両管理を行う。 

 

６ 営業時間 

営  業  日 
月曜日〜金曜日 

※ 但し、祝日及び 12/30〜1/3を除く。 

営 業 時 間 ８：３０ ～ １７：３０ 

サービス提供時間 

午前の部    ９：００ ～ １２：００ 

午後の部   １４：００ ～ １７：００ 

※ 木曜日は、午前の部のみ 

 

７ サービス内容 

個別リハビリテーション 

理学療法士及び作業療法士による利用者の状況に適したリ

ハビリテーションを行い、身体機能・動作能力の維持回復及び

生活の質の向上に努めます。 

健 康 管 理 

利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態につい

て確認お行い、栄養状態に関する情報を担当する介護支援専

門員に提供します。 

生活支援・相談援助 利用者とその家族への生活支援や相談援助を行います。 

送 迎 
自宅から施設までの送迎を行います。送迎サービスの利用は

任意です。 
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８ 利用料 

＊ 利用料金は要介護度により異なり、介護保険負担割合証に記載された利用者負担

の割合に応じた一部負担金をお支払いいただきます。（法定代理受領サービス） 

＊ 原則、月初めに前月分の請求書を発行いたします。受付窓口へ月末までにお支払

い下さい。また、口座振替の要望があれば、指定口座より振替することも可能です。

（振替手数料は、利用者様負担となります。） 

 

○介護予防通所リハビリテーション(要支援)       (円)  １割負担 ２割負担 ３割負担 

基本 予防通所リハビリテーション費    (１月) 
要支援 １ 2,268 4,536  6,804  

要支援 ２ 4,228  7,456  12,684  

加算 

予防通所リハ 12月超減算    (１月) 
要支援 １ -120  -240  -360  

要支援 ２ -240  -480  -720  

予防通所リハ若年性認知症利用受入加算    (１月) 240  480  720  

予防通所リハ科学的介護推進体制加算     (１月) 40  80  120  

 

○通所リハビリテーション(要介護)          (円) １割負担 ２割負担 ３割負担 

基本 

通所リハビリテーション費 

１時間以上２時間未満 

(１回) 

要介護 １ 369  738  1,107  

要介護 ２ 398  796  1,194  

要介護 ３ 429  858  1,287  

要介護 ４ 458  916  1,374  

要介護 ５ 491  982  1,473  

加算 

通所リハマネジメント加算ロ  ６ヶ月以内 (１月) 593  1,186  1,779  

通所リハマネジメント加算ロ  ６ヶ月超  (１月) 273  546  819  

通所リハマネジメント 医師より説明し利用者の同意を得た場合(１月) 270  540  810  

通所リハ短期集中個別リハ実施加算      (１日) 110  220  330  

通所リハ若年性認知症利用受入加算     (１日) 60  120  180  

通所リハ科学的介護推進体制加算       (１月) 40  80  120  

通所リハ送迎減算 事業所が送迎を行わない場合     (片道) - 47  -94  -141  

 

○処遇改善(要支援・要介護)          (円) １割負担 ２割負担 ３割負担 

介護職員等処遇改善加算 Ⅱ 一月に算定した金額の合計に対して ８.３％ 
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９ 苦情申し立て窓口 

利用相談窓口 

利用場所 たいさんじ整形外科 相談室(３階) 

利用時間 午前９時 ～ 午後５時 

電話番号 ０８９－９７８－５５１５ 

相談受付人   管理者  山内 隆 

相談解決の手順 

管理者で解決できない場合は、以下の手順にて結果を報

告します。 

管理者 ⇒ 各相談機関 ⇒ 相談者へ報告 

他利用相談窓口 

利用場所 松山市役所 指導監査課 

利用時間 平日 午前８時３０分～午後５時１５分 

電話番号 ０８９－９４８－６９６８ 

 

利用場所 愛媛国民健康保険団体連合会  

利用時間 平日 午前８時３０分～午後５時１５分 

電話番号 ０８９－９６８－８７００ 

 

利用場所 愛媛県福祉サービス運営適正化委員会 

（愛媛県社会福祉協議会） 

利用時間 平日 午前９時～１２時 

午後１時～４時３０分 

電話番号 ０８９－９９８－３４７７ 

 

１０ 事故発生時の対応 

(介護予防)通所リハビリテーションサービスの提供にあたって事故が発生した

場合は、市町、当該利用者の家族などに連絡を行うとともに、必要な措置を講じま

す。(介護予防)通所リハビリテーションサービスの提供により、前項の事故の状況

及び事故に際して採った処置を記録します。賠償すべき事故が発生した場合は、損

害賠償を速やかに行います。 
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１１ 虐待防止について 

虐待の発生 

及び 

再発の防止 

事業者は、虐待の発生及び再発を防止するため、下記に掲げ

る措置を講じます。 

 ① 虐待の防止に係る対策を検討するための委員会（テレビ電

話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的

に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周

知します。 

② 虐待の防止のための指針を整備します。 

③ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施し

ます。 

④ 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置き

ます。 

発見した場合 

事業所は、サービス提供中に、従業者又は養護者（利用者の

家族等利用者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われ

る利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報しま

す。 

 

 

１２ 非常災害時の対策 

非常災害に備え、防災責任者をおくとともに訓練を行います。また、設備などの

点検を定期的にお行います。所轄消防署等との連絡を密にし、災害時の避難方法・

場所を周知しておきます。 

 

 

１３ 秘密の保持および個人情報保護について 

 （介護予防）通所リハビリテーションサービスを提供する上で知り得た利用者及

び家族等に関する事項を第三者に漏洩はいたしません。この守秘義務は契約終了後

も継続します。サービス担当者会議等において利用者の個人情報また家族の情報を

提供する場合には、利用者と家族の同意を文書で得ます。 

 


